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別添１－1

南大東村　　　　　　　　　事業経営戦略

団 体 名 ： 南大東村

事 業 名 ： 簡易水道事業

法 適 （ 全 部 ・ 財 務 ）
・ 非 適 の 区 分

非適用
現 在 給 水 人 口 1,226

有 収 水 量 密 度 0.42

策 定 日 ：

計 画 期 間 ： ～ 年度

事業の現況

供 用 開 始 年 月 日 昭 和 49 年 4 月 1 日 計 画 給 水 人 口 1,750

施 設 能 力 730 ㎥／日 施 設 利 用 率

家庭用

98.2

水 源 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数選択可）

施 設 数
浄水場設置数 1

管 路 延 長
導水管路　L= 5.402
送水管路　L= 3.486
配水管路　L=64.393

千ｍ配水池設置数 3

料 金 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

水道料金については、水道事業の健全な運営と水道サービスの継続及び地域の実情を踏まえたうえで、住民(利用者)に
過剰な負担とならないよう料金を設定している。
南大東村簡易水道事業給水条例第23条により料金を決定。

料 金 改 定 年 月 日
（消費税のみの改定は含まな

平 成 10 年 3 月 11 日

220円

425円

585円

585円

220円

1立法メートルにつき

専用給水装置

臨時用

6立法メートルまで

6立法メートルまで

6立法メートルまで

1立法メートルまで

1,812円

2,613円

2,613円

営業用

官公署用

基本料金(1箇月につき)

水量 料金

超過料金

種別 用途別

水 道

簡易水道

表流水 , ダム , 伏流水 , 地下水 , 受水 , その他



④ 組　織

（２）

（３） 経営比較分析表等を活用した現状分析

これまでの主な経営健全化の取組

平成24年度から黒字経営に転じ平成30年度も黒字で推移している。これは料金収入の微増及び歳出の需用費及び償還金減が主な要因である。しかし収入
を他会計繰入金に依存しており今後の事業運営改善計画を実行していく必要がある。

*1　水道事業の広域化とは、水道法（昭和32年法律第177号）第２条の２第２項の市町村の区域を超えた広域的な水道事業者間の連携等に当たるものである。その具体的な方策として
は、経営統合（事業統合及び経営の一体化をいう。以下同じ。）、浄水場等一部の施設の共同設置や事務の広域的処理等がある。

※　直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添付すること。

平成30年度決算「経営比較分析表」を添付します。

本村は、小規模な事業体であるため職員2名の体制で運用している。その体制は今後も続く見込みである。職員は3年で異動となり水道経験年数が短いこ
とから、知識や技術の継承ができていない現状である。また、地域で民間事業者が少ないことから緊急な修繕については、職員が対応していることから
技術職員の確保が必要。



２．将来の事業環境

（１）

（２）

（３）

（４）

水需要の予測

今後の年間総有収水量の推計は減少傾向にあり、10年後の年間総有収水量はおよそ8,000m3程減少すると推測される。

給水人口の予測

今後の給水人口の推計は減少傾向にあり、10年後の給水人口はおよそ50名程減少すると推測される。

料金収入の見通し

料金収入は、人口及び水需要の減少に伴って減少すると予測できる。今後も徴収率の向上が必須となる。令和4年度から沖縄県企業局より水道用水を受
水すること及び配水管路の更新などに係る新たな負担も生じることから、料金改定も今後検討する必要がある。

組織の見通し

現体制は、正職員2名の2人体制となっているが、専門職ではないうえ短期間(3年)で異動するため知識及び技術が伴わない状況で事業運営に支障をきた
している状況である。しかし、その体制は今後も継続すると思われるが水道施設の適切な維持管理には、専門的な知識と経験が不可欠であることから人
材の育成が重要課題となっている。今後においては、職員の知識及び技術の向上を目的とした研修会等への参加も積極的に推進する必要がある。



３．経営の基本方針

４．投資・財政計画（収支計画）

（１）

　令和4年度より水道広域化に伴う料金の設定。用水受水体の施設整備として、管路更新等による有収率向上、起債事業の計画、徴収業務強化等の課題
他会計繰入金を減にすることに努める。
　本村では、アセットマネージメントを実践しながら財政支出も考慮し、水道料金等を沖縄県の他自治体並に引き下げていく必要がある。また、管路更
新を行う為、単年度の多額投資も難しくこれらを考慮して経営しなければならない為、急な改善は難しいが可能な取り組みを行う。

投資・財政計画（収支計画）　：　 別　紙　の　と　お　り

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

①　収支計画のうち投資についての説明

目 標

水道事業の広域化にあわせ、管路の更新を順次行う。

令和4年度水道広域化実施後の事業形態はこれまでとは異なり、沖縄県企業局より受水することになる。そのことにより供給される水道水の水質改善及
び施設整備に係る費用の大幅な削減が可能となる等メリットは大きい。広域化の目的を達成するためにも供用開始後、管路の耐震化を含めた更新が必要
である。



③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　投資の合理化、費用の見直しについての検討状況等

施 設 ・ 設 備 の 合 理 化
（ ス ペ ッ ク ダ ウ ン ）

水道広域化に向け、現浄化槽は廃止し、新たに沖縄県企業局が新設する予定である。

広 域 化 令和4年度から水道広域化により沖縄県企業局から水道水を受水する。

※　投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その内容等を記載すること。
　　 また、（１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間内の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の解消に向け
　 た取組の方向性、検討体制・スケジュール等について記載する必要があること。

そ の 他 の 取 組
水道広域化移行後は、県と村が一体となって初めての水道事業が成り立つことから情報を共有しながら連携して経営を進
めて行くこととする。

民間の資金・ノウハウ等の活用
（ PPP/PFI 等 の 導 入 等 ）

事業規模が小さく現時点での導入については考えていない。

ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト の 充 実
（ 施 設 ・ 設 備 の 長 寿 命 化 等
に よ る 投 資 の 平 準 化 ）

管路の耐震化及び更新を行い、アセットマネジメントについても検討して行く。

施 設 ・ 設 備 の 廃 止 ・ 統 合
（ ダ ウ ン サ イ ジ ン グ ）

水道の広域化により現浄水場は廃止の予定である。

水需要の減に伴う料金収入の減額に対し、料金の改定を検討する必要がある。

・委託料に関する事項
　　県から受水が開始される令和4年度以降、水質検査、機械保守、原水検査等に係る経費が皆無となる。
・修繕費に関する事項
　　施設の老朽化に伴い年々増加傾向であるが、令和4年度から造水に係る施設については、県の管理となることから今後の修繕費については、配水に
係る施設のみとなり経費が軽減される。
・動力費に関する事項
　　浄水場施設に係る分が主であることから、令和4年度の広域以降後は、浄水場の管理は県になるため大幅に削減される。
・職員給与費に関する事項
　　村の給与条例に基づき算出する。

②　収支計画のうち財源についての説明

目 標

水需要は給水人口及び年間総支収水量の減により、料金改定も含めた検討が必要である。また、造水に係る費用は削減
されるが新たに沖縄県企業局への受水料が発生するため相対的に経費に大きな変化は無いと思われる。
管路の更新に伴う国庫補助金及び借入金を見込んでいる。繰入金については今後も必要と思われる。



②　財源についての検討状況等

５．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

毎年度、経営状況を検証し、計画を3年～5年ごとに見直しを行う。

企 業 債 管路の耐震化及び更新に係る財源確保のため公営企業債を発行する予定である。

繰 入 金
経営規模が小さく料金収入のみでは、運営経費をカバーすることが困難であるため、一般会計からの繰入はこれまで同様
に必要である。

資産の有効活用等（*2）による
収 入 増 加 の 取 組

特になし

そ の 他 の 取 組
予定している管路の更新等については、国庫補助事業の活用及び交付税措置のある起債メニューを一般会計と連携し活用
することとする。

料 金 水需要の減に伴う料金収入の減額に対し、料金の改定を検討する必要がある。



グラフ凡例
当該団体値（当該値）

類似団体平均値（平均値）

平成30年度全国平均

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

①収益的収支比率
平成26年度から類似団体平均値を上回り黒字経営
に転じ平成30年度も依然黒字である。これは料金
収入の微増及び歳出の需用費及び償還金減が主な
要因である。しかし収入を他会計繰入金に依存し
ており今後の事業運営改善計画を実行していく必
要がある。
④企業債残高対事業規模比率
各年度全て類似団体平均値を大きく下回っており
近年において起債事業も行っていない。施設更新
は平成30年度より水道広域化に向けて浄水場を県
企業局に譲渡済。村では平成31年度から管路更新
を行う。
⑤料金回収率
各年度全て類似団体平均値を上回っている。しか
し料金収入では賄えず他会計繰入金に依存してい
る為収入増加に向けて徴収業務の更なる強化を図
る。
⑥給水原価
平成30年度は類似団体平均値を上回っている。有
水水量の減は漏水、計量器の不具合があり改善改
修に取り組み維持管理費用の節減を図る。
⑦施設利用率
各年度全て類似団体平均値及び全国平均を上回
り、値を維持していることから施設への投資経済
性は効率的に推移している。

－

- 該当数値なし 99.92 7,632 1,218 3.05 399.34 【】

30.52 40.89 ■

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円) 現在給水人口(人) 給水区域面積(km

2
) 給水人口密度(人/km

2
)

法非適用 水道事業 簡易水道事業 D4 非設置 1,248

経営比較分析表（平成30年度決算）
沖縄県　南大東村

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報 人口（人） 面積(km
2
) 人口密度(人/km

2
)
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H26 H27 H28 H29 H30

当該値 117.30 102.59 118.11 107.21 119.86

平均値 73.06 72.03 72.11 74.05 73.25

①収益的収支比率(％)
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1,000.00

1,200.00

1,400.00

1,600.00

1,800.00

H26 H27 H28 H29 H30

当該値 409.15 375.59 317.93 283.43 270.42

平均値 1,486.62 1,510.14 1,595.62 1,302.33 1,274.21

②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対給水収益比率(％)

⑤料金回収率(％) ⑥給水原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧有収率(％)

【75.60】 【1,074.14】

【73.77】【55.95】【296.40】【54.36】

該当数値なし 該当数値なし

全体総括

令和2年度より水道広域化に伴う料金設定は住民の
大きな関心がある。用水受水体の施設整備とし
て、管路更新等による有収率向上、起債事業の計
画、徴収業務強化等の課題他会計繰入金減にする
ための課題がある。
本村では、アセットマネージメント実践しながら
財政支出も考慮し、水道料金等を沖縄県並に引き
下げていく必要がある。また、管路更新を行う
為、単年度の多額投資も難しくこれらを考慮して
経営しなければならない為、急な改善は難しいが
可能な取り組みを行っていく。

性は効率的に推移している。
⑧有収率
上記⑥のとおり今後の改善を実施し有収率を増加
を図る。また、今後も漏水調査を実施し有収率増
加を図る。

2. 老朽化の状況について

管路の更新を実施していない為、類似団体平均値
を下回っている。また管路に使用しているHIVP管
は耐用年数：50年とされているが、供用開始から
20年以上経過しているため管路維持管理等の突発
的な修繕対策が必要である。

2. 老朽化の状況
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当該値 88.40 63.50 97.44 67.64 78.53

平均値 24.39 22.67 37.92 40.89 41.25
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当該値 488.72 679.90 466.67 651.14 572.84

平均値 734.18 789.62 423.18 383.20 383.25
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当該値 77.37 75.69 82.68 73.11 79.72

平均値 75.24 74.96 74.63 74.90 72.72

①有形固定資産減価償却率(％) ②管路経年化率(％) ③管路更新率(％)
【0.54】

該当数値なし 該当数値なし



様式第2号（法非適用企業） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）
年　　　　　　度 前々年度 前年度

区 分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

1 (A) 84,759 73,017 71,852 71,440 71,031 70,624 70,221 69,821 69,424 69,030 68,639 68,251

（１） (B) 55,534 56,357 54,621 54,209 53,800 53,393 52,990 52,590 52,193 51,799 51,408 51,020

ア 55,534 56,357 54,621 54,209 53,800 53,393 52,990 52,590 52,193 51,799 51,408 51,020

イ (C)

ウ

（２） 29,225 16,660 17,231 17,231 17,231 17,231 17,231 17,231 17,231 17,231 17,231 17,231

ア 19,788 16,242 16,813 16,813 16,813 16,813 16,813 16,813 16,813 16,813 16,813 16,813

イ 9,437 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418

２ (D) 47,441 41,452 50,208 50,208 50,208 50,208 50,208 50,208 50,208 50,208 50,208 50,208

（１） 43,570 38,031 46,328 46,328 46,328 46,328 46,328 46,328 46,328 46,328 46,328 46,328

ア 2,901 3,792 3,745 3,745 3,745 3,745 3,745 3,745 3,745 3,745 3,745 3,745

イ 40,669 34,239 42,583 42,583 42,583 42,583 42,583 42,583 42,583 42,583 42,583 42,583

（２） 3,871 3,421 3,880 3,880 3,880 3,880 3,880 3,880 3,880 3,880 3,880 3,880

ア 3,871 3,421 3,880 3,880 3,880 3,880 3,880 3,880 3,880 3,880 3,880 3,880

イ

３ (E) 37,318 31,565 21,644 21,232 20,823 20,416 20,013 19,613 19,216 18,822 18,431 18,043

1 (F) 34,440 153,233 62,558 62,558 62,558 62,558 62,558 62,558 62,558 62,558 62,558 62,558

（１） 11,400 48,400 19,933 19,933 19,933 19,933 19,933 19,933 19,933 19,933 19,933 19,933

（２）

（３）

（４）

（５） 23,040 102,836 41,959 41,959 41,959 41,959 41,959 41,959 41,959 41,959 41,959 41,959

（６）

（７） 1,997 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666

２ (G) 59,845 173,593 44,979 49,479 46,479 49,179 53,179 52,179 52,179 52,179 52,179 52,179

（１） 36,569 155,914 27,300 31,800 28,800 31,500 35,500 34,500 34,500 34,500 34,500 34,500

（２） (H) 23,276 17,679 17,679 17,679 17,679 17,679 17,679 17,679 17,679 17,679 17,679 17,679

（３）

（４）

（５）

３ (I) △ 25,405 △ 20,360 17,579 13,079 16,079 13,379 9,379 10,379 10,379 10,379 10,379 10,379

令和11年度

収
　
益
　
的
　
収
　
支

収
益
的
収
入

総 収 益

営 業 収 益

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

本年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

収
益
的
支
出

総 費 用

営 業 費 用

職 員 給 与 費

う ち 退 職 手 当

そ の 他

令和8年度 令和9年度令和10年度

営 業 外 費 用

支 払 利 息

う ち 一 時 借 入 金 利 息

そ の 他

収 支 差 引 (A)-(D)

そ の 他

営 業 外 収 益

他 会 計 繰 入 金

そ の 他

資
　
本
　
的
　
収
　
支

資
本
的
収
入

資 本 的 収 入

地 方 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 補 助 金

他 会 計 借 入 金

固 定 資 産 売 却 代 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

工 事 負 担 金

収 支 差 引 (F)-(G)

そ の 他

資
本
的
支
出

資 本 的 支 出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

地 方 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金

他 会 計 へ の 繰 出 金

そ の 他



様式第2号（法非適用企業） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）
年　　　　　　度 前々年度 前年度

区 分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

令和11年度本年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度令和10年度

(J) 11,913 11,205 39,223 34,311 36,902 33,795 29,392 29,992 29,595 29,201 28,810 28,422

(K) 13,817 6,695

(L) 6,581 4,707 5,890 5,890 5,890 5,890 5,890 5,890 5,890 5,890 5,890 5,890

(M)

(N) 4,677 9,217 45,113 40,201 42,792 39,685 35,282 35,882 35,485 35,091 34,700 34,312

(O) 334

(P) 4,677 8,883 45,113 40,201 42,792 39,685 35,282 35,882 35,485 35,091 34,700 34,312

(Q)

(Q)
(B)-(C)

(A)
(D)+(H)

(S) 55,534 56,357 54,621 54,209 53,800 53,393 52,990 52,590 52,193 51,799 51,408 51,020

（T)

(U)

(V)

(W)

(X)

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度 前々年度 前年度

区 分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

19,788 16,242 16,813 16,813 16,813 16,813 16,813 16,813 16,813 16,813 16,813 16,813

19,788 16,242 16,813 16,813 16,813 16,813 16,813 16,813 16,813 16,813 16,813 16,813

収 支 再 差 引 (E)+(I)

積 立 金

前年度からの繰越金

前 年 度 繰 上 充 用 金

形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M)

翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源

実 質 収 支 黒 字

(N)-(O) 赤 字

収 益 的 収 支 比 率 （ ×100 ） 120 123

赤 字 比 率 （ ×100 ）

102 102 101 101

地方財政法施行令第16条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

(R)

106 105 105 104 103 103

健全化法施行令第16条により算定した
資 金 の 不 足 額
健全化法施行規則第６条に規定する
解 消 可 能 資 金 不 足 額
健全化法施行令第17条により算定した
事 業 の 規 模
健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（T）/（V）×100)

他 会 計 借 入 金 残 高

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (B)-(C)

地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

((R)/(S)×100)

収 益 的 収 支 分

地 方 債 残 高

本年度

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金
合 計


